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2020年度 詳しくは共済のしおり（鹿児島支部ホームページ）を参照のこと

※申告書裏面　注３(1)被扶養者の要件を欠くに至った理由及び事実発生日が確認できる書類の例 
　○就職：就職先の被保険者証の写し又は就職辞令等就職日の確認できる書類 
　〇結婚（離婚）：婚姻（離婚）届受理証明書又は戸籍抄本等の婚姻（離婚）日の確認できる書類 
　〇死亡：戸籍抄本又は死体埋火葬許可証の写し等 
　○雇用保険の失業給付等の受給：雇用保険受給資格者証の写し（１回目の給付が記載されたもの） 
　〇扶養者の変更：扶養順位協議決定書〔整理番号16〕 
　○別居のとき（同居が要件のもの）：住民票謄本 
　〇所得超過：雇用及び給与支給（見込）証明書〔整理番号13〕又は雇用形態及び月毎の収入状況がわかる書類 
　　　　　　　年金証書・改定通知書等の写し又は送金案内書の写し（余白に通知書の届いた日を記入し署名・ 
　　　　　　　押印をする。） 
　　　　　　　確定申告書の写しおよび収支内訳書の写し 
 　○事業所で健康保険者等が交付：被保険者証の写し 
 　〇長寿医療制度（後期高齢者医療制度）加入：75歳になったときは不要 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一定の障害者認定を受けたときは被扶養者証の写し

４月１日就職

６月５日から 
雇用保険受給

６月22日結婚

６月23日死亡

７月１日に75歳と 
なったとき

年金額増額改定に
よる所得超過

取消の場合には被扶養者欄を朱書する。

コードは共済組合コード表を参照するか事務担当者に確認する。

省略できる書類の例：（他の公的医療保険制度に加入した場合）被保険者証の写し，（死亡した場合）戸籍抄本又は死体埋火葬許可証　など。 
急を要する場合等は，従来どおり書類を添付する。

※認定を取り消す配偶者が第３号
被保険者である場合，手続きにつ
いて申告書裏面　注３(5)を参照
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を参照




	記入例（被扶養者取消の場合）
	申告書裏面

